


山口市内部情報系システム更新に係る情報提供依頼書 
1 目 的 
山口市（以下「市」という）の内部情報系システムは、平成17年の導入以降、継続的な改修・機能追加を行いながら運用してきましたが、導入から20年以上が経過しており、システムを取り巻く環境は大きく変化しています。
近年は、業務の多様化・複雑化に加え、デジタル化の進展や法制度の改正への迅速な対応などが求められており、現行システムでは対応が困難な課題も顕在化しています。
このような状況を踏まえ、操作性や機能性に優れ、制度改正等にも柔軟に対応可能な内部情報系システムを導入することで、業務の効率化及び生産性の向上、職員の働きやすい環境の整備並びに継続的なコストの適正化を図ることを目的としています。
ついては、新たに導入を検討している内部情報系システム（財務会計、文書管理、庶務事務、人事給与）について、今後の調達に向けた検討の参考とするため、広く情報提供を求めるものです。
なお、本情報提供依頼は調達を前提とするものではなく、情報提供者に対して特定の地位や優位性を付与するものではありません。
 
2 情報提供を求めるシステムの範囲 
新たに導入する内部情報系システムの範囲は、現行利用している以下のシステム範囲とします。 一部システムのみの情報提供も可としますが、その場合においては、他システムとの連携を前提とし、 統合的な運用が可能な構成としてください。
 
	システム名 
	概 要 

	財務会計 
	予算編成、予算管理、執行管理、歳入管理、決算管理、決算統計、契約監理、備品管理、事務事業など自治体会計事務を管理運用

	文書管理 
	文書の収受、起案、供覧、発送、ファイル管理など文書のライフサイクル全般を管理

	人事給与
	職員の基本的な人事情報の管理から、給与計算、昇給昇格管理、人事異動管理、共済管理、年末調整、予算管理等、人事給与に関連する業務全般

	庶務事務
	職員の休暇申請及び承認、時間外勤務の申請及び承認、休職情報の管理、出張情報の管理などを行い、人事給与システムと連携した職員の人事給与を管理

	＜システム利用における課題＞ 
操作性、システム応答時間の長さ、会計年度任用職員の情報管理、文書管理システムにおける電子決裁の利用拡大、財務会計における電子決裁の導入、法改正等への対応の柔軟性、電子契約や電子請求、eLTAX、eL-QR 等デジタル化への対応、抜本的な BPR に向けた取り組み、システム切り替えにおけるデータ移行 




 3 前提条件 
以下の事項を前提条件として情報提供をお願いします。 
1 他の自治体で既に稼働しているパッケージシステムの導入を前提とすること。 
2 システム内に搭載されている電子決裁機能を利用する方法又は、別途電子決裁基盤とデータ連携を行う方法のいずれかで電子決裁が利用できること。 
3 システムの形態は、クラウド（LGWAN-ASP又は独自で構築するASP）を基本とするがオンプレミスの提案を妨げるものではない。 
4 ユーザ数（職員数）及び端末数は1800を想定していること。 
5 現行システムは、NECが提供する「GPRIME」を利用しており、新システムにデータ移行を行うこと。 
 
4 情報提供依頼事項
以下の事項について情報提供をお願いします。 
なお、提供いただく資料は既存のもので構いません。特に見積については、事業費の規模を計るためのものです。
今後、仕様書検討の段階で改めて詳細について情報提供を依頼する予定です。 
1 事業者概要（パンフレット等） 
2 地方公共団体への導入実績及び他ベンダからの移行実績、他システムとの連携実績 
3 システム構成図 
4 機能内容 
5 導入スケジュール案 
6 概算費用見積（構築費用及び運用開始後５年間の運用保守費用）
 
5 更新スケジュール（予定） 
	日 程 
	項 目 

	令和８年６月～７月
	情報提供依頼（RFI） 

	令和８年７月～９月
	デモンストレーション、ヒアリング等の実施 

	令和８年１０月～３月
	仕様検討 

	令和９年４月～５月
	事業者決定 

	令和９年６月～
	システム構築（システム毎に順次構築） 

	令和１１年３月 
	全システム本稼働 


 

6 提出方法 
書類により1部提出（郵送可）及び電子記録媒体、またはメール等により電子データを「10 お問い合わせ先（資料の提出先）」へご提出ください。 
 
7 提出期限 
令和８年７月２４日（金）１７時必着 
 
8 デモンストレーション及びヒアリングの実施 
資料提出後、デモンストレーション及びヒアリングを依頼する場合があります。日程や内容等につきましては、個別に協議させていただきます。 
 
9 情報等の取り扱い 
本情報提供依頼において提供を受けた情報、資料は以下のとおり取り扱います。 
1 本情報提供依頼は、市が内部情報系システム導入に関する実現性を確認するための技術や予算規模について、広く情報を得るための手段としたものです。契約を前提としたものではありませんのでご了承ください。 
2 ご提供いただいた情報は、市の組織内でのみ使用するものであり、提出者に断りなく第三者への配布は行いません。ただし、提供を受けた提案、資料等は、今後実施を予定する調達の際の仕様に反映する場合があります。 
3 本情報提供依頼に係る資料の作成及び提出等に要する費用は、提出者の負担とします。 
4 提供していただいた情報及び資料は、返却しません。 
 
 
10 お問い合わせ先（資料の提出先）
山口市総務部デジタル推進課
担当者 溝部、弘
〒753-8650
山口県山口市亀山町２番１号
メール：digital@city.yamaguchi.lg.jp 
※本書に関する問い合わせは、メールで送付くださいますようお願いします。 
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